
平成１８年度 旭川市の給与・定員管理等について 

１ 総括  
  (1) 人件費の状況（普通会計決算） 

 
  

  (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）   

      （注）１ 職員手当には退職手当を含みません。 
         ２ 職員数は，１7年４月１日現在の人数です。 
   
   

  (3) 特記事項 
     平成18年度から『旭川市財政健全化プラン』に基づく給料等の独自削減を行っています。 
    平成18年度の内容  管理職：給料△8％及び期末手当△0.12月分 
                  一般職：給料△5％及び期末手当△0.12月分 
   
   

  (4) ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在） 

 
                 
（注）１ ラスパイレス指数とは，国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。 
   ２ 中核市平均は，中核市３６市（H18.4.1現在)のラスパイレス指数を単純平均したものです。 
     
 
(５) 給与改定の状況 ～ 本市は人事委員会を設置していないため省略 
 

２ 職員の平均給与月額，初任給等の状況  
  (1) 職員の平均年齢，平均給料月額及び平均給与月額の状況（18年4月1日現在） 
    ①一般行政職                                      

                                               
     ②技能労務職  

区分
住民基本台帳 

人口 
(17年度末)

歳出額 
     Ａ

実質収支 
 

人件費 
     Ｂ

人件費率 
  Ｂ／Ａ

(参考) 
16年度の 
人件費率 

17年度
     人 
357,367 

千円
149,440,559

  千円
492,400

  千円 
23,112,430 

   ％
15.5

  ％
15.9

区分
職員数 
   Ａ

給与費 一人当たり給与費
Ｂ／Ａ

 （参考）中核市平均 
一人当たり給与費給料 職員手当 期末･勤勉手当    計   Ｂ

17年度
人 

2,440 
千円

10,083,729
千円

2,192,369
千円

4,034,301
千円

16,310,399
千円
6,685

千円
6,907

 
区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

平均給与月額 
（国ベース）

旭川市  41.7歳 326,620円        389,687円 369,239円

北海道  42.8歳 322,565円 393,939円 372,567円

国 40.4歳 328,477円 － 381,212円

中核市 43.2歳 356,272円      445,028円 403,819円
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  （注）民間事業者平均は，人事院勧告での民間給与の調査から算出されたもので，国から示されたものです。                                         
   
    ③教育職  

    ※ 本市での教育職とは，北都商業高等学校の教育職員です。 

（注）1 旭川市の平均年齢での小数点以下の数字は月数です。 例 ： 43.11歳 ＝ 43歳と11ヵ月 
   2 「平均給料月額」とは，18年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。 
    3 「平均給与月額」とは，給料月額と毎月支払われる扶養手当，地域手当，住居手当，時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものであり，地方公務員給与実態調査において明ら
かにされているものです。 
    また，「平均給与月額（国ベース）」は，国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当，特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから，比較のため国家公務員と同じベースで再

計算したものです。  
   

  (2) 職員の初任給の状況（18年4月1日現在） 

  （注） （  ）内の額は減額前の額です。 
 

  (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（18年4月1日現在） 

（注）※1 該当職員が1人しかいないため，近似階層も含め，経験年数9～11年の職員(4人)の平均額を記載しています。 
    ※2 該当職員が2人しかいないため，近似階層も含め，経験年数14～16年の職員(6人)の平均額を記載しています。 
    ※3 該当職員がいないため，近似階層の経験年数19～21年の職員(6人)の平均額を記載しています。 
    ※４ 該当職員も近似階層の職員もいないため，額が入っていません。 
 
   

３ 一般行政職の級別職員数等の状況  
  (1) 一般行政職の級別職員数の状況（18年4月1日現在） 

     （注）１ 旭川市職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 
         ２ 標準的な職務内容とは，それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額 
（国ベース）

旭川市 45.9歳 344,981円   393,257円 384,676円

 うち 用務員  44.9歳   328,821円    369,819円 381,562円

うち 清掃職員 45.3歳  348,630円   392,177円 376,394円

うち 学校給食員 45.1歳 344,532円   369,152円 378,640円

北海道 46.0歳 309,229円 354,367円 344,594円

国 48.4歳 286,500円 － 318,595円

中核市 45.8歳 336,538円 390,515円 365,487円

民間事業者平均 51.8歳   － 347,621円 －

 区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

旭川市 43.4歳   374,214円   436,748円

北海道 41.6歳   342,984円  401,732円

中核市 44.8歳 408,973円 473,889円

 

 区分 旭川市 北海道 国

一般行政職
大学卒 161,690円（170,200円） 153,180円（170,200円）

（Ⅰ種） 183,800円

（Ⅱ種） 170,200円

高校卒 131,480円（138,400円） 124,560円（138,400円） （Ⅲ種） 138,400円

技能労務職
高校卒 131,480円（138,400円） 124,560円（138,400円） －

中学卒 121,315円（127,700円）  －    －

教 育 職
大学卒 171,450円（190,500円） 171,450円（190,500円）     －

高校卒 132,300円（147,000円） 132,300円（147,000円）    －

 

   区分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

一般行政職
大学卒 264,167円 318,300円 370,418円

高校卒 218,633円 263,460円 318,108円

技能労務職
高校卒 221,379円 274,654円 312,289円

中学卒 －  ※４ －  ※４ －  ※４

教 育 職
大学卒 ※1 296,663円 ※2 339,600円 ※3 368,970円

高校卒 －  ※４ －  ※４ －  ※４

 

 区分 標準的な職務内容 職員数 構成比

１級  係員 ７３人 ５．４％

２級  係員   １４９人 １１．１％

３級  主任  ３１２人 ２３．１％

４級  主任・係長   ２１１人 １５．７％

５級  主任・係長・課長補佐   １２３人 ９．１％

６級  指導主任・係長・課長補佐   ３１８人 ２３．６％

７級  課長   ５０人 ３．７％

８級  課長・次長   ８１人 ６．０％

９級  次長・部長   ２０人 １．５％

１０級  部長   １１人 ０．８％

計 １，３４８人 １００．０％
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  (2) 昇給期間短縮の状況 

  

４ 職員の手当の状況 
 (1) 期末手当・勤勉手当 

      （注）旭川市の( )内は，再任用職員に係る支給割合です。（ただし旭川市は該当者なし。） 
   
   

 (2)退職手当(18年4月1日現在） 

     （注） 退職手当の１人当たり平均支給額は，17年度に退職した職員に支給された平均額です。 
  
 

 区分 一般行政職

17年度

職員数 
              Ａ

    人
1,355

普通昇給期間（12～24月）を短縮して昇給した職員数 
                  Ｂ

    人
234

比率 
            Ｂ／Ａ

    ％
17.3

16年度

職員数 
              Ａ

    人
   1,380

普通昇給期間（12～24月）を短縮して昇給した職員数 
                  Ｂ

    人
    268

比率 
            Ｂ／Ａ

    ％
19.4

 

 旭川市 北海道 国

１人当たり平均支給額（17年度） 
                 1,660千円

１人当たり平均支給額（17年度） 
                 1,789千円

－

（17年度支給割合）     （18年度支給割合）  
 期末手当  勤勉手当  期末手当  勤勉手当 
   3.0月分 1.45 月分   2.88月分 1.45 月分 
  (1.6)月分 (0.75)月分   (1.48)月分 (0.75)月分

（17年度支給割合）  
   期末手当    勤勉手当     
    3.0 月分    1.45月分    
     (1.6)月分    (0.75)月分  

（17年度支給割合）          
    期末手当    勤勉手当        
    3.0 月分     1.45 月分          
     (1.6)月分     (0.75)月分        

（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の級等による加算措置 
 ・役職加算  5～20％

（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の級等による加算措置 
 ・役職加算  5～20％ 
 ・管理職加算 10～25％

（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の級等による加算措置 
 ・役職加算   5～20％ 
 ・管理職加算 10～25％

 旭川市 国

（支給率）   自己都合  勧奨・定年 
勤続20年   21.00月分   27.30月分 
勤続25年   33.75月分   42.12月分 
勤続35年   47.50月分   59.28月分 
最高限度額 59.28月分  59.28月分 
 
その他の加算措置  定年前早期退職特例措置 
              (2%～20%加算） 
 １人当たり平均支給額 
  自己都合5,013千円，勧奨･定年26,559千円 

（支給率）   自己都合   勧奨・定年 
勤続20年   23.5月分   30.55月分 
勤続25年   33.5月分    41.34月分 
勤続35年   47.5月分    59.28月分 
最高限度額  59.28月分   59.28月分 
 
その他の加算措置  定年前早期退職特例措置 
              (2%～20%加算）
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(3)地域手当(18年4月1日現在） 

 （注） 地域手当の支給は，江別市（現在支給対象地域からはずれ，経過措置がなされている）に派遣されている消防職員にかかるもので，支給率は北海道の基準によるものです。  
  
   

 (4)特殊勤務手当(18年4月1日現在）     

 支給実績（17年度決算） 232千円

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算）  115,783円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

江別市 1 ％ 1人 －

 

 区分 全職種

支給実績（17年度決算） 85,229千円

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算）  73,984円

職員全体に占める手当支給職員の割合（17年度）      46.7 ％

手当の種類（手当数） 22

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
左記職員に対する 
支給単価

医学研究調査手当

保健所の医師及び歯科医師 

医学の研究調査   

 

  保健所長及び公衆衛生監 月額 180,000円

  公衆衛生総括主幹 月額 140,000円 

  公衆衛生主幹 月額 100,000円 

公衆衛生等業務手当

保健所の職員

感染症患者の収容 日額 290円

感染症患者，精神障害者への家庭訪問指導 日額 290円

野犬の捕獲，危険害虫の駆除 日額 550円

病理試験，細菌等の検査 日額 270円

食肉衛生検査所の職員 と畜検査 月額 24,600円

農業振興課の職員 家畜伝染病の防疫及び飼育指導 日額 290円

じん芥処理業務手当

清掃事業所，近文リサイクルプラザの
職員

じん芥収集業務，リサイクルプラザ選別業務 日額 500円

清掃事業所の職員 じん芥収集査察指導業務 月額 6,000円

近文リサイクルプラザの職員 選別指導業務 日額 290円

廃棄物処分場，近文清掃工場の職員
処分場での現場業務，清掃工場でのごみ等の分
析業務

日額 250円

清掃事業所等の職員 犬，猫等の死体処理作業 １回 200円

環境対策課の職員 廃棄物の処理に係る立入検査 日額 320円

社会福祉業務手当

保護第１課等の職員 社会福祉の現業業務 月額 6,700円

障害福祉課等の職員
内勤による援護育成，更生措置を要する者の相
談，判定，指導業務

月額 3,200円

保護第１課の職員
本務として生活保護法に係る受付，面接相談業
務に従事

月額 6,700円

保護第１課等の職員 変死体の収容業務 １回 3,300円

保護第１課等の職員 行旅病人の収容，精神病患者の強制収容業務 １回 800円

こども通園センター，愛育センターの
職員

3時間以上の指導及び訓練業務 日額 300円

保育所の職員 3時間以上の保育業務 日額 230円

愛育センターの職員 入所者又は通園者の移送を伴う介助業務 日額 120円

出張徴収業務等手当 納税課等の職員
外勤出張による市税等の徴収，滞納整理，滞納
処分

日額 300円

消防活動等手当

消防職員

水火災等災害現場への緊急出動

 

  機関員，救助隊員，はしご隊員 １回 420円

  上記以外 １回 310円

消防職員

救急現場への緊急出動

 

  救急救命士 １回 280円

  機関員 １回 270円

  上記以外 １回 250円

消防職員

焼死体，変死体の収容業務 １回 3,300円

深夜の通信業務，受付業務， 
災害防止・救難業務のための隔日勤務

 

  深夜全部を含む １回 930円

  深夜の一部(2時間以上) １回 630円

  深夜 2時間未満 １回 350円

自動車分解整備手当 消防職員 消防自動車等の定期点検等のための分解整備 日額 230円

勤務時間等特殊手当
近文保育所，市立小中学校の職員

午前5時から午前6時30分までの間の出勤が常
態と定められている

１勤務 130円

社会教育施設等の職員 土曜日，日曜日勤務が常態と定められている 日額 1,000円

都市建設部等の職員
地上，水面上10メートル以上の足場の不安定な
箇所で行う高層建築物等の工事現場での作業

日額 220円
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（参考） 
「旭川市職員の特殊勤務手当支給規則」(手当数：26)，「旭川市立高等学校教育職員の特殊勤務手当の支給に関する規則」(手当数：5)，「旭川市企業職員の特殊勤務手当に関する規程」
(手当数14 )での手当の定めは別表(ｐｄｆﾌｧｲﾙ)(44KB)のとおりです。 

 
   

 (5)時間外勤務手当 

  （注）時間外勤務手当には，休日勤務手当を含みません。 
  

 (6)その他の手当（18年4月1日現在）            病院事業 に戻る  水道事業 に戻る 下水道事業 に戻る 

特殊現場作業手当

上記に準じる現場での監督，指導，検査等 日額 200円

農政部の職員
山林内の現場作業，足場の不安定な箇所での
せん定作業

日額 200円

総務部管理課等の職員
床下等勤務環境の劣悪な箇所における衛生設
備，電気設備等の点検補修

日額 220円

農業振興課の職員 農家の畜舎内での家畜の飼養管理指導 日額 250円

農業センターの職員 密閉空間での農業用薬剤散布 日額 200円

土木事業所，小中学校等の職員
チェンソー，クレーンの運転操作 
3時間以上の刈払機操作

日額 200円

旭山動物園の職員 潜水器具を着用しての潜水作業 日額 220円

環境センターの職員 水質検査のためのし尿の採取作業 日額 220円

ボイラー取扱手当
小中学校等の職員 ボイラー洗缶 日額 600円

総務部管理課等の職員 ボイラーの性能検査，変更検査，新設検査 日額 250円

高圧電気取扱手当 空港管理事務所等の職員
交流で600ボルトを超える高圧電気の配電線路
の取扱い

日額 200円

動物飼育等業務手当 旭山動物園の職員

動物の飼育，診療 日額 340円

病原体に汚染された，又は汚染されているおそ
れのある死亡動物の解剖検査

日額 860円

道路上等作業手当

土木事業所，公園みどり課の職員
交通を遮断することなく行う道路の維持補修，側
溝の補修，街路樹の植栽等

日額 200円

土木事業所，空港管理事務所の職員
深夜における除雪，排雪作業 日額 400円

深夜以外における除雪，排雪作業 日額 200円

用地交渉等業務手当
土木部用地課の職員

公共用地の取得，物件の移転，これらに伴う損
失補償等にかかる交渉

日額 200円

都市建築部建築指導課の職員 違反建築，道路の不法占用行為取締等 日額 200円

給食調理手当
保育所，学校給食共同調理所，小中
学校の職員

給食調理業務 日額 110円

エックス線取扱手当
保健所，旭山動物園，工業技術センタ
ーの診療放射線技師又はエックス線
作業主任者等

エックス線を人体等に対して照射する作業 日額 270円

派遣職員手当
国又は他の地方公共団体に派遣され
ている職員

国又は他の地方公共団体への派遣 市長が別に定める。

教育調査研究手当

北都商業高校の教育職員

教育に関する調査，研究に従事 月額 4,000円

採点業務手当
入学者選抜のための学力試験の採点

受験者数×90円／採点業務従
事職員数

模擬試験等の時間外の監督採点業務 １時間 240円

教員特殊業務手当

学校の管理下での非常災害時等の緊急業務  

  生徒の保護，緊急の防災，復旧 日額 2,100円

  生徒の負傷，疾病等に伴う救急の業務 日額 1,500円

  生徒に対する緊急の補導業務 日額 1,500円

修学旅行等において生徒を引率して行う指導業
務で泊を伴うもの

日額 1,700円

対外運動競技等において生徒を引率して行う指
導業務で泊を伴うもの又は休日等に行うもの

日額 1,700円

部活動における生徒に対する指導業務で休日等
に行うもの

日額 1,200円

入学試験における受験生の監督，合否判定業務
で休日等に行うもの

日額  900円

学校祭等の学校行事における生徒指導業務  

  泊を伴うもの １泊 1,500円

  休日等に行うもの 日額 1,500円

  時間外に行うもの １時間 240円

緊急職員会議手当 生徒指導に関する緊急の職員会議 １時間 240円

合宿指導業務手当 クラブ活動における合宿指導業務 １泊 1,500円

 支給実績（17年度決算）  519,217千円

職員１人当たり平均支給年額（17年度決算）      207千円

支給実績（16年度決算）      498,883千円

職員１人当たり平均支給年額（16年度決算）      196千円

 

手当名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と異なる内容
支給実績 
（17年度決算）

支給職員１人当た
り 平均支給年額 
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５ 特別職の報酬等の状況（18年4月1日現在） 

（17年度決算） 

扶養手当

・配偶者 月額 13,000円 
・扶養親族（配偶者を除く) 
 2人目まで１人 月額 6,000円 
 3人目から１人 月額 5,000円 
（16歳から22歳までの子1人につき5,000円加算）

同じ －
千円

318,618
円 

228,073

住居手当

・借家等の場合 
 家賃に応じて月額 27,000円を限度に支給（家賃
3,000円を超える者に限る） 
・自宅の場合 月額 9,000円 
新築購入後5年間に限り1,500円加算 
 

異なる

・借家等の場合 
 国は家賃12,000円を超え
る者に支給 
・自宅の場合 
国は新築購入後5年間に限
り2,500円を支給

千円
345,230

円 
176,317

通勤手当

・交通機関の利用者 
 運賃等相当額を支給 
 限度額 月額 50,000円 
・交通用具の使用者 
 自動車等の使用距離に応じて月額 6,000円～
20,900円の範囲で支給 

異なる

・交通機関の利用者 
 国は支給限度額55,000円 
 
・交通用具の使用者 
 国は2,000円～24,500円の
範囲で支給 

千円
210,173

円 
92,587

管理職手当

管理監督の職にある課長職以上の職員に支給 
部長職 月額 87,000円 
次長職 月額 73,000円 
課長職 月額 62,000円

異なる

 国では俸給の10％～25％
を支給 
 本市は，役職による固定
額

千円
161,737

円 
800,676

特地勤務手当
市長の定める5つの勤務箇所（江丹別支所等）に勤
務する職員に対し月額 4,000円を支給

異なる
 国では対象官署の級別区
分により，俸給及び扶養手
当の一定割合

千円
1,213

円 
46,643

単身赴任手当

異動により配偶者と別居し，単身で生活することと
なり，距離制限(60km)を満たす職員に支給 
定額  月額 23,000円 
加算額 100km以上の場合，その距離に応じ6,000
～45,000円

同じ －
千円
348

円 
348,000

休日勤務手当

祝日法による休日及び年末年始の休日の正規の
勤務時間に勤務した職員に支給 
支給単価：勤務１時間につき勤務１時間当たりの給
与額に100分の135を乗じて得た額

同じ －
千円

127,931
円 

156,778

夜間勤務手当

正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前５
時までの間に勤務する職員に支給 
勤務１時間につき 勤務１時間当たりの給与額の
100分の25

同じ －
千円
32,883

円 
99,644

宿日直手当

宿日直を行った職員に勤務１回につき，次の金額
を支給 
（市立旭川病院の 
 ・医師・歯科医師 20,000円 
 ・看護師，薬剤師等 5,900円 
 ・診療放射線技師等 5,500円） 
上記以外 4,200円

同じ －
千円
6,192

円 
325,895

寒冷地手当

・世帯主 
  扶養親族あり  131,900円 
     〃   なし  72,900円 
・その他        51,700円 
 ただし，H17.2.28以前から在職している職員については，経
過措置が適用されます。

同じ －
千円

397,520
円 

159,647

教員特別手当
教育職員に支給 
 月額 5,000円～20,200円

－ －
千円
7,890

円 
179,311

児童手当

小学校6年生以下（12歳到達後最初の3月31日ま
で）の児童があり，一定の所得額以下で監護等の
要件を満たしている職員に支給 
第1子，第2子 5,000円/月 
第3子以降 10,000円/月

同じ －
千円
35,910

円 
93,516

給料の調整額
課税，滞納整理等税業務及び保険業務に従事す
る職員に支給 
 月額 2,750円 

－ －
千円
7,491

円 
31,877

区分 給料月額等

給 
 
料

市長 
助役 
収入役

※１

840,000円 (1,050,000円）
769,850円  (865,000円)
676,400円  (760,000円)

（参考）類似団体における最高／最低額

  1,267,000円／ 824,000円 
  1,008,000円／ 738,000円 
   862,000円／ 657,000円

報 
 
酬

議長 
副議長 
議員

625,000円
555,000円
515,000円

   863,000円／ 625,000円 
   779,000円／ 235,000円 
   710,000円／ 304,700円

期 
末 
手 
当

市長 
助役 
収入役

（17年度支給割合）      （18年度支給割合）  
    4.10月分 ※2         4.15月分 ※2     

議長 （17年度支給割合）      （18年度支給割合） 
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 (注）※1 （ ）内は，減額措置を行う前の金額です。 
    ※2  H10.4から△0.15月分，H14.4からさらに△0.15月分（合計△0.3月分）の削減措置がなされています。 
    ※3 （ ）内は，削減措置前の月数です。 
    ※4 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月） 勤めた場合における退職手当の見込額です。  
  
   

６ 職員数の状況 
 (1)部門別職員数の状況と主な増減理由                                      （各年4月1日現在） 

（注）１ 職員数は地方公共団体定数管理調査による一般職に属する職員数であり，道等からの派遣職員(平成17年は7人，平成18年は6人)を除きます。 
   ２ [   ]内は，条例定数の合計です。 
  
 (2)年齢別職員構成の状況（18年4月1日現在）  

    

副議長 
議員

    4.40月分          3.96月分 (4.40月分) ※3 
  

退 
職 
手 
当

市長 
助役 
収入役

    （算定方式）           （１期の手当額）※4    （支給時期） 
 1,050,000円×5.40×勤続年数     22,680,000円       (任期毎) 
  865,000円×4.05×勤続年数     14,013,000円       (任期毎) 
  760,000円×2.70×勤続年数      8,208,000円       （任期毎) 
        

寒 
冷 
地 
手 
当

市長 
助役 
収入役

 一般職と同様

 
部門  ＼   区分

職員数 対前年 
増減数

主な増減理由
平成17年 平成18年

普 
通 
会 
計 
部 
門 
 

一般行政部門

議会 
総務企画 
税務 
民生 
衛生 
労働 
農林水産 
商工 
土木 

23人 
391人 
140人 
311人 
291人 
4人 
91人 
62人
284人

22人 
380人 
136人 
293人 
280人 
3人 
87人 
61人
283人

△ 1
△ 11
△ 4
△ 18
△ 11
△ 1
△ 4
△ 1
△ 1

 

  
  

 ◎増加 
   ・福祉行政の充実（生活保護等） 
   ・動物園の体制強化 
   ・神楽図書館（仮称）開設準備 
    ほか 
 
 ◎減少 
   ・つつじ学園，総合体育館の指定管
理者制度導入 
   ・民間委託の拡大 
   ・定数外職員の活用 
   ・水道局の体制見直し 
   ・総合計画策定終了に伴う縮小 
   ・公共事業の縮小 
   ・東京事務所の廃止 
    ほか 
   

計 1,597人 1,545人 △ 52

〈参考〉 
人口1,000人当たり職員数    4.31人 
（類似団体（中核市）の人口1,000人 
 当たり職員数          4.82人）

教育部門 478人 478人 0   

消防部門 366人 366人 0  

小 計 2,441人 2,389人 △ 52

〈参考〉 
人口1,000人当たり職員数    6.66人 
（類似団体（中核市）の人口1,000人 
 当たり職員数          7.04人）

会公 
計営 
部企 
門業 
  等 
 

病院 
水道 
下水道 
国保，介護保険

492人
131人
95人
70人

480人
128人
93人
77人

△ 12
△ 3
△ 2
7
 

小 計 788人 778人 △ 10  

合  計
3,229人 
[ 3,572 ］

3,167人 
[ 3,572 ]

△ 62
[   0 ]

〈参考〉 
人口1,000人当たり職員数     8.83人  
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 (3)定員管理の数値目標及び進捗状況  
   ①平成17年4月1日～平成22年4月1日における定員管理の数値目標 

   （注）（  ）内は地方公共団体定員管理調査における職員数です。 
 
   
   （参考）旭川市財政健全化プランにおける定員管理の数値目標（数・率） 

   
   
   ②定員管理の数値目標の年次別進捗状況(実績)の概要                                     （各年4月1日現在） 

        （注）計画期間は，17年から22年までの5年間です。 
            
 病院事業 に戻る 水道事業 に戻る 下水道事業 に戻る   
   
  
 
   

７ 公営企業職員の状況 
 (1)病院事業  
    ①職員給与費の状況  
       ア 決算 

   
                                     

        （注）１ 職員手当には退職給与金を含みません。 
            ２ 職員数は１８年３月３１日現在の人数です。 
      
  
     イ 特記事項  
     平成18年度から『旭川市財政健全化プラン』に基づく給料等の独自削減を行っています。 
    平成18年度の内容  管理職：給料△8％及び期末手当△0.12月分 
                  一般職：給料△5％及び期末手当△0.12月分 
  
  
  
   ②職員の基本給，平均月収額及び平均年齢の状況(18年4月1日現在) 

 
区分 
 

20歳 
 
未満

20歳 
｜ 
23歳

24歳 
｜ 
27歳

28歳 
｜ 
31歳

32歳 
｜ 
35歳

36歳 
｜ 
39歳

40歳 
｜ 
43歳

44歳 
｜ 
47歳

48歳 
｜ 
51歳

52歳 
｜ 
55歳

56歳 
｜ 
59歳

60歳 
 

以上

 
計 
 

職員数
人 
5

人 
 78

人 
249

人
461

人
436

人
343

人
230

人
198

人
351

人
364

人
449

人
3

人
3,167

 平成１７年４月１日 
職員数

平成２２年４月１日 
職員数

純減数 純減率

3,236人 
(3,229人)

3,050人 
(3,043人)

186人 5.75％

 

 計画期間
数値目標

始期 終期

平成17年4月1日 平成22年4月1日 186人の削減

 

 
部門 ＼ 区分

17年 
計画始期 

18年 
1年目 

19年 
2年目

20年 
3年目

21年 
4年目

17年～22年 
計

（参考） 
数値目標

一般行政
職員数 1,604 1,551 － － － － －

増 減 － △ 53 － － － － －

教育
職員数 478 478 － － － － －

増 減 － 0 － － － － －

消防
職員数 366 366 － － － － －

増 減 － 0 － － － － －

公営企業 
等 会 計

職員数 788 778 － － － － －

増 減 － △ 10 － － － － －

計
職員数 3,236  3,173 － － － － 3,050

増 減 － △ 63 － － － － △ 186 

 

区分
総費用 
  Ａ 

純損益又は実質
収支 

職員給与費 
     Ｂ 

総費用に占める職員給
与費比率 
     Ｂ／Ａ

(参考) 
16年度の総費用に占
める職員給与費比率

17年度
千円 

12,467,067
千円

△871,582
       千円
5,196,999

％
41.7

               ％
 41.4

 

区分
職員数 
   Ａ

給与費
一人当たり給与費 
     Ｂ／Ａ

（参考） 
市町村平均（政令指定都
市を除く）一人あたり給与

費
給料 職員手当

期末･勤勉手
当

 計  Ｂ 

17年度
人 
496

千円 
2,224,728

千円
743,002

千円
874,962

千円 
3,842,692

千円
7,747

千円 
7,040
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 （注） 平均月収額には，期末・勤勉手当等を含みます。 
     団体平均は，病院事業にかかる市町村（政令指定都市を除く）の平均です。                  
  
  
  

   ③職員の手当の状況  
     ア 期末手当･勤勉手当 

(注) ( )内は，再任用職員に係る支給割合です。 
 
 
   イ 退職手当(18年4月1日現在) 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は，17年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。 
  
 
   ウ 地域手当(18年4月1日現在） ～該当なし 
  
  
    エ 特殊勤務手当(18年4月1日現在) 

 区分 平均年齢 基本給 平均月収額

旭川市   (医師) 45.5歳 651,332円 1,192,201円

旭川市   (看護師) 38.2歳 314,448円 467,221円

旭川市   (事務職員) 44.4歳 359,268円 540,734円

団体平均 (医師) 42.4歳 564,339円 1,272,720円

団体平均 (看護師) 36.7歳 296,422円 479,544円

団体平均 (事務職員) 43.9歳 358,507円 555,411円

旭川市 （旭川市）一般行政職

１人当たり平均支給額（17年度） 
                 1,754千円

１人当たり平均支給額（17年度） 
                 1,660千円

   （17年度支給割合）         （1８年度支給割合） 
   期末手当  勤勉手当        期末手当  勤勉手当 
   3.0 月分  1.45 月分         2.88月分  1.45 月分 
    (1.6)月分  (0.7)月分        (1.48)月分  (0.75)月分

   （17年度支給割合）          （18年度支給割合） 
   期末手当  勤勉手当        期末手当  勤勉手当 
   3.0 月分   1.45月分         2.88 月分  1.45月分 
    (1.6)月分   (0.75)月分       (1.48)月分  (0.75)月分

（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の級等による加算措置 
 ・役職加算  5～20％

（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の級等による加算措置 
 ・役職加算   5～20％

旭川市 （旭川市）一般行政職

（支給率）   自己都合  勧奨・定年 
勤続20年   21.00月分   27.30月分 
勤続25年   33.75月分   42.12月分 
勤続35年   47.50月分   59.28月分 
最高限度額 59.28月分  59.28月分 
 
その他の加算措置  定年前早期退職特例措置 
              (2%～20%加算） 
 １人当たり平均支給額 
  自己都合 1,072千円，勧奨･定年 27,792千円 

（支給率）   自己都合  勧奨・定年 
勤続20年   21.00月分  27.30月分 
勤続25年   33.75月分  42.12月分 
勤続35年   47.50月分  59.28月分 
最高限度額  59.28月分  59.28月分 
 
その他の加算措置  定年前早期退職特例措置 
              (2%～20%加算） 
 １人当たり平均支給額 
  自己都合 5,013千円，勧奨･定年 26,559千円

 区分 全職種

支給実績（17年度決算） 201,436千円

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算） 409,424円

職員全体に占める手当支給職員の割合（17年度） 100.0％

手当の種類（手当数）  10

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
左記職員に対する 
支給単価

病院等勤務手当
看護師，薬剤師，理学療法士等

病院での勤務
月額 4,500円

上記以外の職員 月額 3,950円

医学研究調査手当

院長

病院に勤務し，医学の研究調査に従事

月額 250,000円

副院長 月額 230,000円

診療部長 月額 180,000円

医長 月額 140,000円

医員 月額 100,000円

感染症施設勤務手当 看護師 感染症施設での勤務 日額 350円

精神病棟勤務手当

医師

精神病棟での勤務

月額 6,150円

看護師，看護助手等 月額 6,700円

用務員 月額 4,700円

臨床検査業務手当 医師，臨床検査技師等 病理，細菌，生化学等の検査 月額 7,200円

放射線取扱手当 医師，診療放射線技師等 放射線を照射する作業 月額 7,200円

分娩業務手当 助産師 分娩介助業務 １回につき1,000円

解剖業務手当
剖検医師（歯科医師）

解剖業務
１体につき2,800円

剖検助手 １体につき1,400円

深夜勤務時間4時間以上 １回につき3,200円
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    オ 時間外勤務手当                             

    （注）時間外勤務手当には，休日勤務手当を含みません。 
  
  
    カ その他の手当(18年4月1日現在)                       

  
 
  
  ④定員適正化計画の数値目標及び進捗状況 

        →6(3)②に含まれています。  

 
 
 

 (2)水道事業  
    ①職員給与費の状況  
       ア 決算 

  
   
                                       

        （注）１ 職員手当には退職給与金を含みません。 
            ２ 職員数は，１８年３月３１日現在の人数です。 
      
  
     イ 特記事項  
     平成18年度から『旭川市財政健全化プラン』に基づく給料等の独自削減を行っています。 
    平成18年度の内容  管理職：給料△8％及び期末手当△0.12月分 
                  一般職：給料△5％及び期末手当△0.12月分 
  
  
  
   ②職員の基本給，平均月収額及び平均年齢の状況(18年4月1日現在) 

 （注） 平均月収額には，期末・勤勉手当等を含みます。 
     団体平均は，水道事業にかかる市町村（政令指定都市を除く）の平均です。                   

夜間看護手当 看護師，助産師等
深夜勤務時間2時間以上4時間未満 １回につき2,800円

深夜勤務時間2時間未満 １回につき2,000円

緊急呼出手当
週休日，休日

緊急検査及び看護業務
１回につき1,000円

平日 １回 につき900円

 支給実績（17年度決算） 112,107千円

職員１人当たり平均支給年額（17年度決算）     261千円

支給実績（16年度決算）      104,873千円

職員１人当たり平均支給年額（16年度決算）       244千円

 
手当名 内容及び支給単価

一般行政職の 
制度との異同

一般行政職の 
制度と異なる内容

支給実績 
(17年度決算) 

支給職員1人当たり
平均支給年額 

（17年度決算）

扶養手当 ※各手当の内容等
は普通会計と同じで
す。     

同じ － 44,691千円 206,903円

住居手当 同じ － 65,217千円 178,189円

通勤手当 同じ － 37,339千円 88,481円

管理職手当 同じ － 64,565千円 922,357円

休日勤務手当 同じ － 56,982千円 208,725円

夜間勤務手当 同じ － 42,188千円 144,479円

宿日直手当 同じ － 27,515千円 211,654円

寒冷地手当 同じ － 69,281千円 142,261円

児童手当 同じ － 4,205千円 89,468円

給料の調整額
医師等に支給 
12,300～146,000円

－ － 66,372千円 526,762円

 

区分
総費用 
  Ａ  

純損益 
職員給与費 
     Ｂ  

総費用に占める職員給
与費比率 
     Ｂ／Ａ

（参考） 
16年度の総費用に占める 
職員給与費比率

17年度
千円 

6,076,366
千円

△410,548
       千円
1,197,701

％
19.7

               ％
 19.5

 

区分
職員数 
   Ａ

給与費 一人当たり給与費 
     Ｂ／Ａ

（参考） 
市町村（政令指定都市を除く） 
平均一人あたり給与費給料 職員手当 期末･勤勉手当  計  Ｂ  

17年度
人 
131

千円
548,935

千円
116,932

千円
219,159

千円
885,026

千円
6,756

千円 
6,971

 区分 平均年齢 基本給 平均月収額

旭川市 43.4歳 341,526円 538,624円

団体平均 44.8歳 376,947円 577,214円

10/13 ページ旭川市の給与・定員管理等について



  
  
  

   ③職員の手当の状況  
     ア 期末手当･勤勉手当  
  

  (注) ( )内は，再任用職員に係る支給割合です。 
  
   イ 退職手当(18年4月1日現在)  

   （注） 退職手当の１人当たり平均支給額は，17年度に退職した職員に支給された平均額です。 
  
 
 
   ウ 地域手当(18年4月1日現在） ～該当なし 
 
 
  
    エ 特殊勤務手当(18年4月1日現在) 

  
  
    オ 時間外勤務手当                              

     （注）時間外勤務手当には，休日勤務手当を含みません。 
  

    カ その他の手当(18年4月1日現在)                        

旭川市 （旭川市）一般行政職

１人当たり平均支給額（17年度） 
                 1,673千円

１人当たり平均支給額（17年度） 
                 1,660千円

   （17年度支給割合）         （18年度支給割合） 
   期末手当  勤勉手当        期末手当  勤勉手当 
   3.0 月分  1.45月分          2.88月分  1.45月分 
    (1.6)月分  (0.75)月分        (1.48)月分  (0.75)月分

   （17年度支給割合）          （18年度支給割合） 
   期末手当  勤勉手当        期末手当  勤勉手当 
   3.0 月分   1.45月分         2.88 月分  1.45月分 
    (1.6)月分   (0.75)月分        (1.48)月分  (0.75)月分

（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の級等による加算措置 
 ・役職加算  5～20％

（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の級等による加算措置 
 ・役職加算   5～20％

旭川市 （旭川市）一般行政職

（支給率）   自己都合  勧奨・定年 
勤続20年   21.00月分   27.30月分 
勤続25年   33.75月分   42.12月分 
勤続35年   47.50月分   59.28月分 
最高限度額 59.28月分  59.28月分 
 
その他の加算措置  定年前早期退職特例措置 
              (2%～20%加算） 
 １人当たり平均支給額 
  自己都合   － 千円，勧奨･定年 27,270千円 

（支給率）   自己都合  勧奨・定年 
勤続20年   21.00月分  27.30月分 
勤続25年   33.75月分  42.12月分 
勤続35年   47.50月分  59.28月分 
最高限度額  59.28月分  59.28月分 
 
その他の加算措置  定年前早期退職特例措置 
              (2%～20%加算） 
 １人当たり平均支給額 
  自己都合 5,013千円，勧奨･定年 26,559千円

 区分 全職種

支給実績（17年度決算） 10,044千円

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算） 76,675円

職員全体に占める手当支給職員の割合（17年度） 91.6％

手当の種類（手当数）  9 

手当の名称 主な支給対象職員 及び 主な支給対象業務
左記職員に対する 
支給単価

業務手当 地方公営企業の業務に従事する職員 月額 5,000円

外勤滞納整理業務手当 滞納整理業務に従事する職員 日額  300円

毒劇物取扱手当
浄水課に勤務し，毒物及び劇物の取扱業務に従事する
職員

日額  150円

解氷作業手当 浄水場取水口の解氷作業に従事する職員 日額  300円

交替勤務手当 交替制勤務に従事する職員 月額 3,500円

高所等作業手当 高所等において作業に従事する職員 日額  220円

緊急出動手当 緊急出動した職員 日額 1,400円

派遣職員手当
国又は他の地方公共団体等に派遣されている職員で管
理者が指定する職員

管理者が別に定める。

高圧電気取扱手当 高圧電気の配電線路の取扱業務に従事する職員 日額  200円

 支給実績（17年度決算）  22,392千円

職員１人当たり平均支給年額（17年度決算）      187千円

支給実績（16年度決算）      25,879千円

職員１人当たり平均支給年額（16年度決算）      214千円

 
手当名 内容及び支給単価

一般行政職の
制度との異同

一般行政職の 
制度と異なる内容

支給実績 
(17年度決算)

支給職員1人当たり
平均支給年額 

（17年度決算）

扶養手当 ※各手当の内容等は普通
会計と同じです。      
 
 

同じ － 19,396千円 233,681円

住居手当 同じ － 18,266千円 167,582円

通勤手当 同じ － 11,220千円 89,758円
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  ④定員適正化計画の数値目標及び進捗状況 
          →6(3)②に含まれます。 
 
 
 
 
 (3)下水道事業  
    ①職員給与費の状況  
       ア 決算 

  
                                          

        （注）１ 職員手当には退職給与金を含みません。 
            ２ 職員数は，１８年３月３１日現在の人数です。 
      
  
     イ 特記事項  
     平成18年度から『旭川市財政健全化プラン』に基づく給料等の独自削減を行っています。 
    平成18年度の内容  管理職：給料△8％及び期末手当△0.12月分 
                  一般職：給料△5％及び期末手当△0.12月分 
  
  
  
   ②職員の基本給，平均月収額及び平均年齢の状況(１8年４月１日現在) 

 （注） 平均月収額には，期末・勤勉手当等を含みます。 
     団体平均は，下水道事業にかかる市町村（政令指定都市を除く）の平均です。                  
  
  
  

   ③職員の手当の状況  
     ア 期末手当･勤勉手当 

    (注) ( )内は，再任用職員に係る支給割合です。 
  
   イ 退職手当(18年4月1日現在) 

管理職手当  
特地勤務手当については，忠別
川浄水場に勤務する職員に対し
月額2,600円を支給していたが，平
成18年度から廃止。

同じ － 8,818千円 801,636円

特地勤務手当 同じ － 437千円 31,200円

休日勤務手当 同じ － 37千円 12,224円

夜間勤務手当 同じ － 4,383千円 208,736円

寒冷地手当 同じ － 22,143千円 167,468円

児童手当 同じ － 2,090千円 90,870円

 

区分
総費用 
  Ａ  

純損益 
職員給与費 
     Ｂ  

総費用に占める職員給
与費比率 
     Ｂ／Ａ

(参考) 
16年度の総費用に占
める職員給与費比率

17年度
千円 

8,009,097
千円

1,051,102
       千円

854,249
％
10.7

               ％
 10.8

 

区分
職員数 
   Ａ

給与費
一人当たり給与費 
     Ｂ／Ａ

（参考） 
市町村平均（政令指定都市を

除く） 

一人あたり給与費
給料 職員手当

期末･勤勉手
当

 計  Ｂ  

17年度
人 
94

千円
398,273

千円
69,730

千円
159,681

千円 
626,684

千円
6,667

千円 
6,972

 区分 平均年齢 基本給 平均月収額

旭川市 43.8歳 347,375円 535,819円

団体平均 44.6歳 380,231円 581,893円

旭川市 （旭川市）一般行政職

１人当たり平均支給額（17年度） 
                 1,681千円

１人当たり平均支給額（17年度） 
                 1,660千円

   （17年度支給割合）         （18年度支給割合） 
   期末手当  勤勉手当        期末手当  勤勉手当 
   3.0 月分  1.45月分          2.88月分  1.45 月分 
    (1.6)月分  (0.75)月分        (1.48)月分  (0.75)月分

   （17年度支給割合）          （18年度支給割合） 
   期末手当  勤勉手当        期末手当  勤勉手当 
   3.0 月分   1.45月分         2.88月分  1.45 月分 
    (1.6)月分   (0.75)月分        (1.48)月分  (0.75)月分

（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の級等による加算措置 
 ・役職加算  5～20％

（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の級等による加算措置 
 ・役職加算   5～20％

旭川市 （旭川市）一般行政職

（支給率）   自己都合  勧奨・定年 
勤続20年   21.00月分   27.30月分 
勤続25年   33.75月分   42.12月分 
勤続35年   47.50月分   59.28月分 
最高限度額 59.28月分  59.28月分 
 
その他の加算措置  定年前早期退職特例措置 
              (2%～20%加算） 

（支給率）   自己都合  勧奨・定年 
勤続20年   21.00月分  27.30月分 
勤続25年   33.75月分  42.12月分 
勤続35年   47.50月分  59.28月分 
最高限度額  59.28月分  59.28月分 
 
その他の加算措置  定年前早期退職特例措置 
              (2%～20%加算） 
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    （注） 退職手当の１人当たり平均支給額は，１７年度に退職した職員に支給された平均額です。  
 
 
   ウ 地域手当(18年4月1日現在） ～該当なし 
 
  
    エ 特殊勤務手当(18年4月1日現在) 

  
  
    オ 時間外勤務手当                             

    （注）時間外勤務手当には，休日勤務手当を含みません。 
  
    カ その他の手当(18年4月1日現在)                   

  
 
  
  ④定員適正化計画の数値目標及び進捗状況 
        →6(3)②に含まれます。 
 
  

職員厚生課ＴＯＰに戻る 

１人当たり平均支給額 
  自己都合  4,153千円，勧奨･定年 27,555千円 

１人当たり平均支給額 
  自己都合 5,013千円，勧奨･定年 26,559千円

 区分 全職種

支給実績（17年度決算） 7,036千円

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算） 74,125円

職員全体に占める手当支給職員の割合（17年度） 94.7％

手当の種類（手当数）  8

手当の名称 主な支給対象職員 及び 主な支給対象業務
左記職員に対する 
支給単価

業務手当 地方公営企業の業務に従事する職員 月額 5,000円

外勤滞納整理業務手当 滞納整理業務に従事する職員 日額  300円

高所等作業手当 高所等において作業に従事する職員 日額  220円

酸素欠乏現場作業手当 酸素欠乏現場において作業に従事する職員 日額  220円

下水処理場施設内作業手当
下水処理場において，現に下水及び汚泥が流下又は
滞留している施設内において作業に従事する下水処理
場に勤務する職員

日額  300円

緊急出動手当 緊急出動した職員 日額1,400円

派遣職員手当
国又は他の地方公共団体等に派遣されている職員で
管理者が指定する職員

管理者が別に定める。

高圧電気取扱手当 高圧電気の配電線路の取扱業務に従事する職員 日額  200円

 支給実績（17年度決算）  5,988千円

職員１人当たり平均支給年額（17年度決算）      67千円

支給実績（16年度決算）      11,892千円

職員１人当たり平均支給年額（16年度決算）       131千円

 
手当名 内容及び支給単価

一般行政職の
制度との異同

一般行政職の 
制度と異なる内容

支給実績 
(17年度決算)

支給職員1人当た
り平均支給年額 

（17年度決算）

扶養手当 各手当の内容等は普通会計と
同じです。 
    

同じ － 13,594千円 219,250円

住居手当 同じ － 13,219千円 167,328円

通勤手当 同じ － 7,991千円 95,131円

管理職手当 同じ － 4,152千円 830,400円

特地勤務手当
※下水処理センターに勤務する
職員に対し月額2,600円を支給

同じ － 437千円 31,200円

休日勤務手当 各手当の内容等は普通会計と
同じです。

同じ － 23千円 7,770円

寒冷地手当 同じ － 16,291千円 171,489円

児童手当 同じ － 1,160千円 82,857円
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